
第２５回秋田県特別支援学校総合体育大会 

「サッカー競技」実施要項 

 

１ 日  時    令和８年９月１１日（金） １０：３０～１４：３０ 

２ 会  場    県立中央公園「運動広場」 

３ 監督会議    １０：１５ 【 本部前 】 

 

４ 競技規則    サッカー競技規則２０２５／２６、および特別支援学校総合体育大会本大会申し合わせ事

項による。 

５ 競技方法 

（１）競技形式   トーナメント方式 

 

（２）試合人数とチーム数 

・８名で行う。１校１チームとする。 

※試合成立人数は６名以上。６名に満たない場合は不戦敗扱いとし、両チーム合意の基に交流戦を行う。 

（３）エントリー対象 

・中学部・高等部生徒 

（４）試合時間 

・１０分ハーフ（ハーフタイム３分） 

・飲水タイムについて、監督会議で実施の有無を伝える。 

（５）ボールとフィールドの広さ 

・５号球を使用 

・縦６８ｍ×横５０ｍ（Ａコート・Ｂコートの２面） 

（６）勝敗について 

・試合終了時に勝敗が決しない場合は３名ずつのＰＫ戦を行う。 

（７）ゴールキーパーのボール保持について 

・ＧＫが自分のペナルティーエリア内で、ボールを放すまでに手や腕で８秒を超えてコントロールした 

場合は反則とする。８秒を超えた場合は、相手チームのコーナーキックで再開する。 

（８）交代について 

・交代して退いた競技者も交代要員として再度出場できる。 

・控え選手はビブスを着用する。 

（９）コーチングについて 

   ・ベンチ前でのみ、選手へのコーチングを認める。 

（10）スパイクは使用可能。危険防止のためソックスとレガースを着用すること。 

 

６  その他 

・キックオフ、スローイン、オフサイド、ゴールキックなどのルールの指導をすること。 

・ユニフォーム（ゼッケン等）は各チームで用意すること。 

・水分補給および応援場所等で使用するビニールシートは参加各校で準備すること。 

・副審について、各試合の当該チーム以外の参加校に副審の協力を依頼する（資格問わず）。参加申込書の所

定の欄に、担当者を２名ご記入ください。試合の組合せ等を考慮して、副審の担当を決定し、お知らせし

ます。 

・芝生の上での水分補給は水のみとする。 

 


